
球技場 

（単位：円） 

区分 
午前 

８時30分から12時まで 

午後 

12時から17時まで 

全日 

８時30分から17時まで 

一般 3,850 5,500 9,350 

児童・生徒 1,920 2,750 4,670 

備考 

１ 時間外の使用料は、１時間につき全日料金の２割の額とする。 

２ 全体面積の２分の１以内の面積の部分を利用する場合の使用料は、上記に掲げる使用料の２

分の１に相当する額とする。ただし、申請した面積以上の部分を利用したことが判明した場合

は、全体面積分の使用料を徴収する。 

 

附属器具 

器具名 単位 金額（円） 

テント １組 小 160 大 660 

ライン引用装置及び塗料 一式  3,300 

 


